
次の感染期への備え
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１ 新たなレベル分類による対策イメージ

レベル
レベル判断の

目安
保健所体制の整備 入院医療体制の整備

制限・措置

０

１
(維持）

２
（警戒
強化）

３
（対策
強化）

４

応援職員への研修

応援職員の配備（200人規模）

応援職員の配備（最大500人規模）

病床拡充の要請（669→855床）

入院待機ステーション拡充準備
（30→110床）

確保病床全床稼働（855床）

ファーストタッチを迅速に行える体制構築 適時適確に療養できる体制の構築

感染防止対策を徹底
飲食店への制限なし
イベント開催制限

行動制限

まん延防止重点措置

緊急事態措置

ワクチン検査
パッケージ、
第3者認証に
より緩和順次拡大

応援職員の要請

※新規陽性者数や前週比その他の指標、近隣府県の状況も踏まえ総合的に判断

3週間後に必要とされる病床数
が確保病床数に到達した場合
又は病床使用率や重症病床使
用率が50%を超えた場合に総
合的に判断 ※

2週間後に必要とされる病床数
が確保病床の30％を上回ると
見込まれる場合（概ね病床使
用率が15％を超えた場合）に
総合的に判断 ※



２ 保健所の体制・機能強化

新規陽性者数に応じた機動的な応援体制の構築

◼ 保健所圏域毎の新規陽性者の発生状況に応じて応援職員を順次配備（保健所毎に応援職員を配備）

基準（新規陽性者数） 人口１０万人当たり１５人／週

保健所への応援職員数（※） ２００人規模

応援要請のタイミング 基準に達し次第即日

◼ 新規陽性者数に応じた必要な業務が遅滞なく行えるよう、予め応援職員を指定し、動画等による事前研修を実施

主な応援業務
陽性者へのファーストタッチ、積極的疫学調査、濃厚接触者のPCR検査、患者搬送、
自宅療養者の健康観察、システム入力 等

※応援職員数は府内保健所の合計

陽性者へのファーストタッチ等を迅速に行える保健所体制を構築

第５波の最大の１．２倍

５００人規模

基準の５割程度

順次拡大

医療機関と連携した健康観察・診療体制の構築

◼ 自宅療養者が安心して療養できるよう、医師会や地域の医療機関と連携して健康観察や訪問診療等を実施

電話診療・訪問診療を実施する医療機関 １３２箇所 さらに拡充



３ 入院・宿泊療養体制
陽性者の方が、適時適確に療養できる体制の構築

９月１０日

病院数 ４５病院

計 画
(10/31)

４８病院

病床数 ７０８床

重症病床 １６１床

高度重症病床 ５０床

中等症病床 ４３２床

軽症・無症状病床 １１５床

７１９床

１６１床

５０床

４４３床

１１５床

入院待機ステーション
（臨時の医療施設）

３０床

合 計 ７３８床

１１０床

８２９床

７４５床 ６３９床

１７１床 １５４床

５１床 ４９床

４６１床 ３８５床

１１３床 １００床

確保状況(11/30見込み）

確保病床 即応病床

４８病院 ４８病院

１１０床 ３０床

８５５床 ６６９床

宿泊療養施設 １，１２６室

療養支援病床 ３１３床

入院待機ステーションで中和抗体薬投与等も実施

１，１２６室

※他に妊婦等配慮を要する方の専用病床20床

１，１２６室 １，１２６室

３１３床 ３１３床

病院関係団体から看護人材の派遣協力を受け７０％以上の稼働率とする



４ 検査・診療体制

診療・検査医療機関の公表

■発熱等症状がある方が安心して医療機関を受診できるよう、公表に同意いただいた医療機関のリストを
ホームページで公表
公表医療機関数：５０４（１１月１９日現在）

京都市域 ２９３
山城地域 １３３
南丹地域 １６
中丹地域 ３６
丹後地域 ２６

■新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後も症状が長く続いている方等の相談窓口を設置
症状や体調に関する相談、症状に応じた診療科や専門外来等を案内
きょうと新型コロナ後遺症相談ダイヤル０７５-４１４-５３３８（11月19日開設） ※年中無休24時間対応

後遺症相談窓口の設置

早期発見・早期対応できる検査・診療体制の構築



５ ワクチン３回目接種の円滑な実施

実施内容（予定）

■ ２回接種完了から原則８ヶ月後に接種開始 （※「６ヶ月」は感染拡大時等に国が認めた場合に限った例外的取扱）

※２回接種完了府民＝約１８７万人（11/23時点）、うち来年３月末までの接種対象府民約８７万人

⇒ 交互接種（１・２回目接種と異なるワクチンの接種）を前提とした接種体制を調整

追加接種を進め、発症及び重症化を予防

■ 市町村でのモデルナ接種体制の構築
■ 医療従事者派遣等、市町村の接種体制を支援

■ 京都府ワクチン接種会場の設置：市町村接種を補完し、接種機会を広域的に確保

・あわせて、府接種会場（１・２回目接種）を12月以降も継続し、未接種府民の接種機会を確保

接種体制の整備

接種ワクチン ファイザー モデルナ 合計

３月までの対象者
の接種実績

約８２万人
（９４％）

約５万人
（６％）

約８７万人

12月～３月の
国からの配分予定

５１．４万人分
（５８％）

３６．８万人分
（４２％）

８８．２万人分



６ 無症状者の検査環境整備

※国の取り扱い決定後変更の可能性有

概
要

民間事業者が自主的に、サービス
の提供を行う際に利用者にワクチ
ン接種歴又は陰性検査結果のい
ずれかを確認する取組

法第24条第9項等に基づく行動制限の
要請下で、飲食店、イベント等において
ワクチン接種歴又は陰性検査結果のい
ずれかを確認することにより制限を緩和

感染拡大傾向にある場合に法第24条
第9項に基づき、知事が「感染に不安
を感じる無症状者に対して、ワクチン
接種者を含めて検査を受けること」を
要請したことを受けての検査

対
象

健康上の理由等によりワクチン接
種を受けられない方が対象

健康上の理由等によりワクチン接種を
受けられない方が対象

感染に不安を感じる無症状者の方が
対象

民間事業者の自主的取組 ワクチン・検査パッケージ制度

陰性確認のための無料検査を支援

全ての無症状者の検査無料化


